
株式会社シーマン商会 

代表取締役 山下善治 様 

誓 約 書 

私は、長崎市端島見学施設を利用するにあたり、次の事項を厳守する事を誓います。 

 

１ 見学施設区域以外の区域には立ち入らない。 

（立入禁止区域に入った場合、写真撮影の上、状況証拠として警察に提出します。） 

２ 見学施設においては次の行為はしない。 

(１) 柵を乗り越える等の危険な行為。 

(２) 施設を汚したり、破壊したり、島内のものを持ち帰る行為。 

(３) 船舶内外、端島島内での飲酒。 

(４) 喫煙行為。 

(５) 他人の迷惑となる行為 （場所を占有する、横断幕をかかげる、物を放置する、大声 

で喚く、ドローンの使用など） 

３ 安全誘導員、その他係員の誘導や指示に従う。 

４ 見学施設を安全に利用する為に適応した服装及び靴を着用する。 

(ヒールの高いものは不適) 

５ 安全上の観点から軍艦島島内での雨傘・日傘の使用は出来ません。 

６ ゴミは、必ず持ち帰る。 

７ 小学生は、保護者の同行が必要です。 

 

※ 『個人情報保護法』に基づき、個人情報につきましては「軍艦島（端島）上陸航路事業」のみ

に使用致します。尚、一定期間保管後、当社にて破棄致します。見学施設が利用出来な

い場合は、当誓約書は返却若しくは当社にて破棄致します。 

※ 本船は、バリアフリー対応船ではない為、車いす及び介助が必要な方は、乗船出来ない場

合があります。 

※ 乗船中のお客様の不注意による事故に関しましては、シーマン商会は、一切の責任を負い

ません。 

※ 見学施設は、気象又は海象条件によって上陸出来ない事があります。上陸出来ない場合は、

見学施設使用料はお返しします。ただし、乗船料金の返金はございません。 

※ 飲酒されている方は、危険防止のため施設の見学はできません。 

※ 小学生については、保護者の「承諾書」が必要です。 

※ 見学者の不注意や誓約違反により生じた損害及びトラブルについては、シーマン商会及び

長崎市は、一切の責任を負いません。         
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